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2022 年 3 月，厳格な景観規制が設けられている嵐山地区に桂川左岸溢水対策としての可動式止水壁が完

成した．本研究では，本整備における治水対策及び景観検討の検討過程，地元協議の過程の詳細を，関連

資料や会議の参加者へのヒアリングに基づき明らかにした．検討過程においては，専門家を主とする桂川

嵐山地区河川整備検討委員会と地元連絡会が平行して進められ，景観の保全を重視する地元の意向をふま

えつつ，人命を守る確実な整備を行う事が重視され．景観検討においては，現地調査やフォトモンタージ

ュを活用しつつ地元住民と嵐山地区の守るべき景観価値が定められ，様々な要素が絡まり合った論点を整

理し，実現可能な可動式止水壁を軸とする案の採択に至った．その過程の詳細を，検討過程（フロー）図

を用いて整理し，治水対策における景観検討の論点及び検討の方法を構造的に把握した． 
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1. 研究の背景と目的  

 

 2022年3月，厳格な景観規制が設けられている嵐山地

区に桂川左岸の溢水対策として，可動式止水壁が完成

した．嵐山地区は四季折々に変容する趣ある景色を有

しており，京都を代表する景勝地である．川を含む地

区一帯が，風致地区と文化財保護法上の史跡・名勝に

指定されている嵐山地区において，ハード整備による

治水対策を行うには，景観をいかに保全しながら進め

ていくかが極めて重要な課題となった． 

 近年では豪雨による洪水被害が後を絶たず，特に桂

川嵐山地区は川幅が狭く，左岸側道路が浸水する被害

が多発しており，安全性の面から対策が急がれた．

2012 年に「淀川河川整備計画」が策定され，これを機

に，治水対策の具体的な議論が開始された．検討が進

んだ中で，平常時は高さを抑え景観に配慮しながらも

緊急時には可動部が立ち上がり，十分な越水防止機能

を持つ「可動式パラペット」が提案された1)．そして，

2018 年，全国初となる可動式パラペットの設置を含む

治水対策案「3点の治水対策」が決定される2)． 

この可動式パラペットや，一連の治水対策の検討過

程に関する既往の報告はいくつか存在する．桂川嵐山

地区河川整備検討委員会発足当初から，2014年第5回検

討委員会において提出された意見書までの検討案の推

移を示した報告資料3)，嵐山地区可動式止水壁に着目し，

固定式のパラペットを嵐山地区桂川左岸道路に適した

可動式パラペットにする為の検討過程を示した報告な

ど4)がある．しかし，これまでの報告では，桂川嵐山地

区河川整備検討委員会発足当初から可動式パラペット

施工に至るまでの長期に渡る検討過程の包括的な詳細

は明らかにされていない． 

本研究では，可動式パラペットを含む「3 点の治水対

策」という京都の桂川嵐山地区における治水対策につ

いて，その対策案の決定に至る計画策定過程を整理し，

本整備における治水対策及び景観検討の検討過程，地

元協議の過程の詳細を，検討過程（フロー）図を用い

て整理し，治水対策における景観検討の論点及び検討

の方法を構造的に把握することを目的とする．  

厳格な景観規制が設けられている嵐山地区において，

全国初の可動式パラペットが施工されるまでの検討過

程を構造的に把握することで，地元や専門家の意見が，

どのように様々な要素が絡まり合った論点を整理し，
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案の実現に至ったのか，その協議のあり方を整理する．

専門家と地元，そして整備主体である河川管理者がど

のような役割とプロセスで，困難な整備事業の着地点

を見出そうとしたのかを考察する．なお，本論文執筆

の共著者である川﨑は本整備において学識者という立

場で関わっており，当事者としての事実認識を踏まえ

て分析を行った． 

 

 

2. 研究の手法 

 

 本研究では，桂川嵐山地区河川整備検討委員会，桂

川嵐山地区河川整備地元連絡会，桂川嵐山地区河川整

備地元検討会の会議において用いられた資料に基づき

検討過程を整理した．その際，主著者が，桂川嵐山地

区河川整備検討委員会に景観の学識経験者として参加

した川﨑（共著者）に内容の確認等を行った． 

 それらの情報を精査し，桂川嵐山地区で検討されて

いた治水対策ごとに項目を分け，会議が行われた時系

列に従い整理し作図を行った（図―3）．次に，その検

討過程においてどのように論点が変わっていったのか，

またその要因，解決のための手法を示し，さらに，そ

の際どのように景観面に配慮したのかを，会議が進む

毎に明確化された8つの観点に分け整理し作図した（図

－4）．そして，その 8つの観点を用いて，13案の中か

ら，桂川嵐山地区に可動式パラペットが施工されるに

至った要因を作図した（表－3）． 

 

 

3. 対象地の概要 

 

 嵐山地区は，文化財保護法上の 1927 年に史跡及び名

勝に指定，1930 年には都市計画法に基づく風致地区に

指定され5)，嵯峨嵐山地区が 1966年に歴史的風土特別保

存地区に指定されている．各種法令に基づいて景観が

保全されている． 

 本治水対策の検討組織として，2012年7月に設立され

た行政側と学識経験者及び有識者によって構成され，

治水対策の検討の主体組織であった「桂川嵐山地区河

川整備検討委員会」，2012年6月に設立された行政側と

地元側が桂川嵐山地区河川整備検討委員会における検

討内容について意見を交換する場であった「桂川嵐山

地区河川整備地元連絡会」，2016年3月に設立された地

元主体で検討を行い行政側がその活動をサポートする

場であった「桂川嵐山地区河川整備地元検討会」が構

成された6)． 

 対象とする治水対策は現在も計画が進行中であるが，

これまでの整備過程を整理した．2013 年台風 18 号の影

響により緊急的な対策が必要であると決定され，2014

年の冬期に中之島護岸・船着き場護岸の復旧工事，6 号

井堰下流から一の井堰にかけての区間の堆積土砂の撤

去が行われた．その後，2017年に6号井堰の全撤去・河

床低下対策が行われた7)．しかし，堆積土砂撤去と 6 号

井堰撤去だけでは段階的目標とする 2004 年洪水に対応

できないため，「3 点の治水対策」として決定された左

岸溢水対策である可動式パラペットが 2021 年施工され

るに至る．可動式パラペットの意匠部分については

2022年 5月竣工済みである． 

 

 

 

4. 治水対策の検討過程 

 

本研究の対象とする治水対策の検討過程を，整備項

目ごとに分類し，会議の開催順に従い構造的にまとめ

た（図―3）．検討過程を 5 つの段階に分類した．各段

階における検討内容を以下に示した． 

 

(1)  治水対策と景観保全の方針決定 

 初期の段階では，桂川嵐山地区の治水対策の根幹と

なる指針が流下目標と景観目標についてそれぞれ示さ

れた．嵐山の治水対策については，2012 年第 2 回桂川

嵐山地区河川整備検討委員会において，2004 年（平成

16年）洪水（洪水流量2300 m³/s）対応と1953年（昭和

28年）台風 13号洪水（戦後最大洪水）（洪水流量 2900 

図-1 可動式パラペット（赤枠で囲んだ部分） 

図-2 桂川嵐山地区における重要箇所の位置関係 
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m³/s）の段階的に目標が定められた8)．2009 年，計画初

期段階の桂川嵐山地区の流下能力は 900m³/sであったこ

とから大幅な対策が必要であると考えられた．景観面

では川﨑が「嵐山地区の河川整備事業の進歩点検に関

する意見」として「典型的視点場の維持」，「水面と

視点場の適切なレベル」について述べた．すなわち，

嵐山地区にはその特有の景色を楽しむことができる視

点場が存在する．特に中之島には，愛宕山をはじめと

する山々と桂川が流れる景色に緩やかな弧を描いて架

かる渡月橋が美観を添えている眺望を，遠くは北山や

比叡山までのパノラマ的な遠景眺望が楽しめ，左岸の

石垣を含む歴史的街並みと桂川の雄大な流れが一体的

に感じられる視点場が存在する．また水面が近く親水

性に富んでいることから近世より賑わい空間としての

利用もあった．親水性は水と都市の距離が近い嵐山で

あるからこその魅力であると考えられていた9)． 

 

(2)  治水対策の具体化  

 流下目標に対してハード面での整備を行う方針であ

った行政側に対して，地元側の一部は，現状の景観を

崩してしまうくらいなら多少のリスクを背負ってでも

ソフト整備で十分であるという姿勢を示した10)11)．そこ

で行政側はこの流下目標の規模感を共有するため議論

のたたき台として，河床掘削・河道拡幅・道路嵩上げ

の 3つの案を提示した12)．これらの一つ一つは景観への

影響が大きすぎることから，継続検討となったが，対

策すべき洪水の規模感を共有したことで，治水対策の

方針はハード整備の検討へと移った． 

 次に，治水対策での景観的影響を小さくしようと考

案されたのが先の 3つの案の複合案である13)．複合案で

は必須項目と選択項目に分けて示された．必須項目で

は6号井堰の改築（撤去），一の井堰の改築，道路嵩上

げ，パラペットの設置であった．選択項目は，中之島

維持案，中之島開削案 1，中之島開削案 2，トンネル放

水路案の4案であった．ここでは治水対策の全体的な複

合案が示され，嵐山の治水対策において現状の景観に

大きく影響を与えるのはどの対策であるのか，慎重に

議論を進めていく必要のある場所について検討した．

しかし，地元側と委員会側（学識経験者及び有識者）

の間では嵐山特有の景色「守るべき景観」についての

認識が異なっていた．具体的には，地元側は最良の対

策は河川整備の基本である河床掘削であると考え14)，河

川外の変更に消極的であったのに対し，委員会側は河

床掘削による渡月橋橋脚の補強露出は大きな景観変更

点であると考え，被害の大きい左岸道路の対策を行う

べきという姿勢を示した15)．互いの意見の相違を是正す

るため，河川管理者側はフォトモンタージュを用いる

ことでイメージの共有を図った16)．情報の共有とともに

イメージの共有を行うことで，議論に具体性が加わり，

特に現状の景観への影響という点においてはこのアプ

ローチ方法が地元側と行政側の認識の差を埋めるのに

適切であったと考えられる．フォトモンタージュによ

って明らかとなった争点として「中之島の開削」と

「左岸溢水対策」があった． 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

勉強会

現地視察

洪水

地元の主体的な活動

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年年

月

桂川嵐山地区河川整備検討委員会

桂川嵐山地区地元連絡会

桂川嵐山地区地元検討会

台風18号

桂川嵐山地区河川整備計画に対

する地元意見陳述、及び要望

H26.9.30

（第5回検討委員会で提出）

台風11号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

⑦ ⑧ ⑨

⑧

① ② ③ ④⑤ ⑥ ⑦
⑨

平成29年 平成30年 令和元年（平成31年）

月

桂川嵐山地区河川整備検討委員会

⑩ ⑪⑫ ⑬ ⑭ ⑮

年 平成28年

桂川嵐山地区地元連絡会

桂川嵐山地区地元検討会

勉強会

現地視察

洪水

地元の主体的な活動

台風21号

桂川嵐山地区河川整備計画に対

する地元意見及び要望

（第7回地元検討会兼第8回地元

連絡会で提出）

7月豪雨

地元意見交換

会

H29.8.31

地元意見交換会

H30.12.4

地元連絡・検討会

メンバーのみ

表―1 検討過程年表（平成24年～平成27年） 

表―2 検討過程年表（平成28年～令和元年） 
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一の井堰

6号井堰

道路

パラペット

中之島

河床掘削

第11～15回
桂川嵐山地区
河川整備
検討委員会
H31.2.1～
R1.11.6

⑨第9回桂川嵐山地区
河川整備検討委員会

R1.11.15

⑤第5回桂川
嵐山地区河川整備

検討委員会
H26.10.21

⑥第6回桂川
嵐山地区河川
整備検討委員会

H27.11.17

桂川嵐山地区河川整備計
画に対する

地元意見及び要望
H30.2

（第7回桂川嵐山地区河川
整備地元検討委員会兼

第8回桂川
嵐山地区河川整備地元
検討委員会で提出）

第1～6回桂川
嵐山地区河川整備
地元検討委員会

H28.3.3～H29.10.27

⑦第7回桂川
嵐山地区河川
整備検討委員会

H30.3.5

第2回桂川嵐山地区地元
連絡会
～

②第2回桂川嵐山地区河
川

整備検討委員会
H24.12.17

第3回桂川嵐山地区地元連絡会
～

③第3回桂川嵐山地区河川整備検討委員会
H25.3.11

第4回桂川嵐山地区
地元連絡会

～
④第4回桂川嵐山地区河川

整備検討委員会
H26.1.27

桂川嵐山地区河川整備計画
に対する

地元意見陳述及び要望
H26.9.30

（第5回桂川嵐山地区河川
整備検討委員会で提出）

⑧第8回桂川嵐山地区河川整備検討委員会
H30.12.10

事実

会議 検討段階前

行政側の
提案

第1回桂川
嵐山地区
地元連絡会

～
①第1回桂川
嵐山地区河川
整備検討委員会

H24.7.23

地元
整備につ
いての
意見

現地調査

模型を用いて実際に検証

現地調査

模型を用いて検証

③複合案 ⑧3点の治水対策

6号井堰撤去工事
左岸パラペット工事

堆積土砂の撤去工事

既設護岸の根入れ調査

⑨人力は操作労力、時間

ともに問題あり（行政）

⑨可動式は操作室の存在

がネックになっている

（行政）

⑥中之島の開削による視

点場、広場の消失を懸念

（川﨑委員）

①モバイ

ルレビー

案（中川

委員長）

②単独案
（平成16年対応/

戦後最大対応）

or

or

⑥河床低下対策

の3案

or

or

⑨操作動力の選択

（人力・油圧式）

⑨油圧ユニットを

可搬式にする案

⑦可動式の止水

壁を提案

出水時には天端面を

立ち上げる方式

⑧可動式・可搬式パラ

ペットについて3案

⑧スイングゲートによる止水

⑤6号井堰

or

行政側の体制

を3者に拡充

（国,府,市）

平成21年淀川河川整備計画

3点の治水対策を

受け入れる

地元意見交換会

可搬式油圧ユニットを

用いた可動式止水壁
可動式止水壁

実証実験

試験施工

京都府・京都市から政府

に対して嵐山地区河川整

備の速やかな実施を求め

る要望を提出

地元検討会

を設立

④道路嵩上げ＋パラ

ペット

or

or

渡月橋から6号井堰下流については

パラペットのみの案もある

洗掘部に表面

に玉石をつけ

た金網カゴを

設置

⑦洗掘部の対策

平成26年要望書 平成30年要望書

連④地域防災を軽

視しないでほしい

連④平成25年台風

18号の影響からパ

ラペットは必要に

感じてきた

③パラペット以外の

案の模索を提案

道路嵩上げ＋パラペット

は景観への影響が大きい、

可動式（可搬式の止水

壁）の検討を要望

渡月橋上流と下流で

これまでの治水対策

の効果の認識の違い

がある．上流側も早

く対策してほしい

7月豪雨より

パラペットの設置、

及び道路の嵩上げ

についての再考を

求める

景観や利用に支障の無い

範囲での中之島開削 ⑮止水壁の管理をお

いたくない

中之島の開削につ

いては基本的に

反対

連②一の井堰

を可動式に

してはどうか

必要に応じた堆積土砂の

撤去と河床掘削（渡月橋

の外観変化や強度不足が

生じないような）

ソフト面の整備

雨量・水位などについて

常時情報を発信できるシ

ステムの構築

⑥中之島を水面と同

じくらいに切り下げ

れば、スペースの広

さも確保でき、水辺

に容易に近づくこと

もでき、洪水も流れ

やすくなる

（個人的）

⑤水面が見えなくな

り、店側の石積みが

半分程度消失し、圧

迫感がある

可動式（垂直起立型）

止水壁については、

固定部も含め、設置に

ついて異論無し

地元意見交換会

H30.12.4

①降雨量等

の防災情報

を充実させ

るソフト面

での対応で

十分

⑦中之島の開削による視点場、

広場の重要性を説明

（川﨑委員）

③河床掘削

のみ

(約1.9/2.7ｍ)

②河道拡幅

のみ

(約50/90ｍ)

①堤防嵩上げ

のみ

(約0.8/1.3ｍ)

必須項目

選択項目
（平成16年対応/戦後最大対応）

②６号井堰改築or撤去

道路嵩上げ

（H.W.Lまで）

パラペット設置

（H.W.L+60cm）

段差20cm

部分（突出部）撤去

全撤去

根固め工の設置

根接工の設置

新設護岸の設置

平常時50cm

出水時100cm

表面に玉石をつけ

た金網カゴを設置

13ケーズの比較項目

土堤（100cm）

固定パラペット（100cm）

道路嵩上げ（H.W.Lまで）

＋固定パラペット（H.W.L＋50cm）

道路嵩上げ（H.W.Lまで）

＋可動可搬式パラペット

固定パラペット（50cm）

＋可搬式パラペット

一の井堰改築

一の井堰改築＋派川改修

一の井堰改築＋中之島開削

（島の面積半分，広場ほぼ消失）

一の井堰改築

＋中之島開削

（島の面積半分，広場9割消失）

＋派川改修

一の井堰改築＋派川改修＋道路切り下げ

バイパストンネル

宅地嵩上げ＋護岸設置（70cm）

左岸道路切り下げ

（既設パラペット撤去を含む）（80cm）

中之島の歴史

的価値の共有

台風18号（H25年）

を受けて

風致への配慮事項

（沿岸店舗の石積み景観

への配慮，水面の眺め，

近づきやすさ，護岸の圧

迫感をなくす）

住民意見を受け

嵩上げを行わず

パラペットのみ

の新提案

景観への影響が大き

いため対策を分散さ

せることで現状をな

るべく変化させない

ようにする

フォトモンタージュＣ

桂川からみた眺め

フォトモンタージュＢ

渡月橋，道路（上下流），

河川敷からみた眺め

④20cm以上の段差は安全面から段

差は少ない方が良い

④地元の協力が得られる野ならモ

バイルレビーが有効なのではない

か

④モバイルレビーが景観への影響

を最小化する方策としては良いが

河川管理者から地域に責任が移る

＋

可動式（機械）

可動式（手動）

・回転起立型

・垂直起立型

可搬式

雨量情報の共有な

どのソフト面

治水対策と景観保

全の方針決定

⑥桂川嵐山地区河川整備

検討委員会より地元検討

会を早期に立ち上げるよ

うに提案

地元主体の検討会

地元連絡会を

設立

流下目標
(平成21年時900ｍ³/s)

①平成16年台風規模

2300ｍ³/ｓ

②戦後最大規模

（昭和28年台風13号）

2900ｍ³/ｓ

④堆積土砂撤去

提案

景観に配慮し、店側の

道路は嵩上げしないこ

とを提案

⑤堆積土砂撤去

フォトモンタージュＡ

必須項目と中之島の視点場から

の眺め

地元連絡会を設置

部分撤去は過去の洪

水に対して水位低減

効果が1cm程度であり

効果が期待できない

中之島開削以外の案

数値化 複合化

地元意見把握

専門的観点から調整

詳細検討

景観保全の方針

①典型的風景の視点場

を維持する

②都市と川の一体性を

維持する（眺望の連続

性を確保）

③水面と視点場の適切

なレベルを維持する

④景観テクスチャ表情

を維持する

⑤山辺の視点場からの

景観検討

治水対策の具体化

②仮設式で

あれば良い

（中川委員

長）

地元検討過程

地元意見を反映した

対策の検討

詳細設計・検討

一の井堰改築

段差25cm

段差30cm

中之島維持案
中之島開削（－/－）

河床掘削（約2.4ｍ/追加掘削あり)

中之島開削案1
中之島開削（－/渡月橋下流のみ）

河床掘削（約1.8ｍ/－)

トンネル放水路案
中之島開削（－/－）

河床掘削（－/－)

中之島開削案2
中之島開削（渡月橋下流のみ/渡月

橋上流まで）

河床掘削（約1.3ｍ/追加掘削なし)

図―3 検討過程全体フロー図 
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中之島開削について 可動式パラペットの考察

地元側意見 ・対策はソフト面で十分

・渡月橋上流に関してパラペットが高い
・最良は河川整備の基本である河床掘削と考える
・大事なのは「渡月橋橋脚・中之島の開削・河床
掘削をどうするのかを決めること
・パラペットで防げる洪水は住民の工夫で防げる

・よりよい景観の創出につながり，水と
親しむ憩いの場としてなど，各種の催し
等にも，なるべく支障がないような開削
計画の検討を要望する

・道路嵩上げ，固定式パラペットは現状
からの変化が大きく受け入れられない

・可動式パラペットについて
は異論無し

・主張を抑えたデザインの要
望
・歩行性も重視

行政・専門家側
意見

・ハード対策は必要

・左岸道路が最も対策すべき場所
・河床掘削では渡月橋基礎が露出し現状から変化
する
・左岸道路は越水が頻繁に起こっている地域であ
り危険である

・開削には反対である
・近世より，その視点場としての魅力が
認識されているため歴史的価値がある
・嵐山をはじめとする山々と桂川の前に
架かる渡月橋を一度に眺められる景観的
価値のある視点場がある

・H.W.L以下は固定式の確実な対策が必要
・可動式パラペットの構造を
検討する上で不具合が生じる
可能性がある

・周辺施設にあうような意匠
の選出

・流下目標設定の洪水の規模感の共有
・一カ所に対策を集中させるのではな
く，分散させる事で影響を小さくする対
策の考案

・暫定的な対策（6号井堰撤去・堆積土砂撤去）
を実施しながら，争点（左岸溢水対策・中之島・
河床掘削）についての情報共有

・中之島地区の重要性について近世の絵
図を用いたり，「愛宕山と渡月橋」や
「嵐山の街並みと渡月橋」などが眺めら
れる重要視点場としての魅力の共有

・道路嵩上げによる店舗側の眺望変化を
考慮し，可動式パラペットを本格的に検
討を開始

・不具合が起きにくい構造
や，周辺景観に調和する意匠
を検討

・意匠について模型を用いた
り，現地で実際に確認するこ
とで適切な案を選択

①渡月橋の基礎露出
②道路嵩上げによる水面との比高の増加
③中之島開削による賑わい空間・視点場
の消失
④道路嵩上げによる街側と川側の空間の
分断
⑤中之島開削による店舗側の街並みと渡
月橋を望む視点場の消失

①渡月橋の基礎露出，6号井堰撤去による
　水面低下
②道路嵩上げによる水面との比高の増加
③中之島開削による賑わい空間・視点場の消失
④パラペット設置による道路側と川側の空間の
　分断
⑤中之島開削による店舗側の街並みと渡月橋を
　望む視点場の消失
⑥道路嵩上げは周辺施設との調和がとりづらい
⑦道路の段階的嵩上げは段差が生じるため危険を
　含む可能性
⑧道路嵩上げによって店舗側へのアクセスが
　悪くなる

①愛宕山を背景に渡月橋を望む視点場の
　消失
②中之島開削によって水面に近い場所が
　消失
③行祭時の開催場所は開削してほしくな
　い
④水と親しむ憩いの場

①左岸道路側からの川・山の一体的な
　眺望の阻害
②道路嵩上げによって水面との距離が
　遠のく
④固定式だと著しく道路側と川側の空
　間を分断する,圧迫感が増加する
⑤対岸からの店舗の見えが変化し，店舗
　側石垣が見えなくなる
⑧道路嵩上げから可動式パラペットにす
　る事でアクセス性の低下を防げる

①平常時は道路側からの眺望
　を遮らない高さ
④街側と川側の連続的な空間
　の分断を極力抑えている
⑦故障による操作不良が起き
 にくい構造

⑥周辺施設にあった意匠を決
 定する

複合案の検討 争点についての検討 中之島開削否決 可動式パラペット案の提案 可動式パラペットの詳細検討
可動式パラペットの
構造・意匠の決定

改善案の考案

地元意見に対する対策
（対策案の創造）

論点の発見

案

景観の価値（チェックポイント）
①景観ー眺望性．眺望阻害要因が
        ない，建築物の外観
②景観ー水面との距離．近接性，
        比高
③景観ー中之島の場所性，視点場と
        しての価値
④景観ー親水性，まちと川の連続性,
        分断のない空間
⑤景観ー店舗などの街並み
⑥景観ー構造物の意匠性，
        周辺景観との調和
⑦安全性
⑧アクセス性

争点についての検討

三点の治水対策
（13ケースの比較）

可動式パラペットの
詳細検討

複合案
流下目標設定

景観保全の方針の提示

単独案の提示
フォトモンタージュによ

るイメージの共有
フォトモンタージュによ

るイメージの共有

フォトモンタージュによ

るイメージの共有
実証実験 模型での検証

意見の対立に対する

アプローチ

課題，論点
治水対策の方向性の違い

（ハードかソフトか）
治水対策と景観保全をどのよ

うに両立するか

景観に大きな影響を与える箇所についての具体的な対策の検討 これまでに整理され

た景観的価値に基づ

く対策案の評価 対策案の意匠
中之島開削

左岸溢水対策

（道路嵩上げ）
可動式パラペット

ハード対策が

必要
中之島・

左岸道路が

大きなポイント

中之島を開

削せずに、

可動式パラ

ペットを設置

する事が解

決策ではな

いか

眺望性を損

なわない対

策として可動

式パラペット

の設置を決

定

図―4 検討過程論点の推移 
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(3)  地元検討過程 

 嵐山地区は地元の活動が活発であることが特徴であ

る．ここでは，地元側の主体的な行動により，地元側

意見を対策案の検討に活用した．  

 まず 2014年 9月に「桂川嵐山地区河川整備計画に対 

する地元意見陳述及び要望」を行政側に提出した．こ

の要望書では，「道路嵩上げ＋固定式パラペットの再

考，中之島の開削は基本的に反対」が大きく示された17)．

これはフォトモンタージュによるイメージの共有によ

って，道路嵩上げは店側石垣を隠してしまうこと，固

定式パラペットが店側からの水面と嵐山を主とする

山々の一体的な眺望を妨げること，また中之島の開削

によって水面が近い親水空間が失われることが露わに

なった結果である．この要望以後，嵐山地区の治水整

備についてより問題意識を持ち，地元の主体的活動が

加速していくこととなった． 

 地元側は地元が主体となる議論の場を要望し，2016

年3月，行政のサポートを受けながら検討していける桂

川嵐山地区河川整備地元検討会が設立された18)．地元が

十分な検討ができるように行政側が柔軟に対応した証

拠と考えられる． 

地元検討会で中之島や左岸道路の現地調査や，道路

嵩上げ＋パラペットの模型を用いた検証を行った19)．そ

の後，そこでの意見をまとめたものとして，2018年2月，

行政側に「桂川嵐山地区河川整備計画に対する地元意

見及び要望」が提出された．ここで大きく取り上げた

いのが，「道路嵩上げ＋パラペットは景観への影響が

大きいため可動式の検討を要望，景観や利用に支障の

無い範囲での中之島の開削の容認」である．道路嵩上

げ＋パラペットについては，模型を用いて現地での検

証を行ったところ，道路側から水面が見えなくなる眺

望阻害や，店側石垣が隠れてしまうこと，圧迫感があ

ることなどの問題点が顕在化した．それを踏まえ地元

は可動式・可搬式パラペットの検討の要望を行った20)． 

中之島開削については前回の要望書から一変し，景

観や利用に支障の無い範囲での開削容認となった21)．こ

れには，他案の影響が大きいと考えられる．専門的観

点からの価値の共有やフォトモンタージュによるイメ

ージの共有は，渡月橋の基礎露出による影響や左岸溢

水対策の現状からの変化を地元側に明確に示すことが

出来た．しかし，その変化は，長年そこに住み生活を

営んできた地元民にとって大きかったと考えられる．

それが当初の開削反対の意見から，景観や利用に支障

がない範囲で中之島を開削することへと意見の変更要

因となったと考えられる． 

また，同時期に，川﨑も，道路嵩上げについて，嵐

山の水防から生まれた景観の特徴である店の石垣の一

部が失われることをシミュレーション検討により明ら

かにし，河川管理者へ意見提出している． 

地元側の主体的な活動があった中で，治水対策の争

点となった中之島・左岸溢対策について地元側意見が

示され，議論が深まった段階であった． 

 

(4)  地元意見を反映した対策の検討 

 先の段階で示された地元意見をふまえて，委員会

（学識経験者及び有識者）による専門的な知見をふま

えた調整が入るのがこの段階である．争点である「中

之島の開削」と「左岸溢水対策」についての専門的検

討が行われた． 

まず，「中之島の開削」についてである．中之島の

開削に反対していた川﨑は，中之島はその視点場とし

ての魅力を実際の写真を用いて説明し，また近世から

賑わい空間として利用され価値のある場所であること

を説明した．歴史的，景観的価値を有する中之島は保

全するべきであるという専門的観点からの価値を共有

することで中之島の価値の再認識を促した．  

 次に「左岸溢水対策」についてである．行政側は

H.W.L 以下は確実な対策，つまり固定設備による対策が

必要と考えていた22)．一方，地元側からの意見は道路嵩

上げの反対であった23)．この「安全」と「景観保全」の

①景観
眺望性．眺望阻
害要因がない，
建築物の外観

②景観
水面との距離．
近接性，比高

③景観
中之島の場所
性，視点場とし

ての価値

④景観
親水性，まちと
川の連続性,分

断のない
空間

⑤景観
店舗などの
街並み

⑥景観
構造物の意匠
性，周辺景観と

の調和

⑦安全性 ⑧アクセス性

案1 宅地嵩上げ＋護岸設置 H.W.L以下の家屋を対象とし，19軒を最大70cm嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ

案2 左岸道路切り下げ（既設パラペット撤去含む） 既設パラペット撤去，最大80cm道路切り下げ ×切り下げ ×切り下げ ×切り下げ

案3 土堤 高さ100cm程度の土堤を築造 ×土堤 ×土堤 ×土堤 ×土堤

案4 固定パラペット 高さ100cmの固定式のパラペットを設置 ×固定式 ×固定式

案5 道路嵩上げ＋固定パラペット H.W.Lまで道路嵩上げ，それ以上を固定パラペット ×固定式 ×嵩上げ ×固定式 ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ

案6 道路嵩上げ＋可動可搬式パラペット H.W.Lまで道路嵩上げ，それ以上を可動式or可搬式パラペット ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ ×嵩上げ

案7 固定パラペット＋可動式or可搬式パラペット H.W.Lまで固定パラペット，それ以上を可動式or可搬式パラペット ○可動部 △固定部

案8 一の井堰改築 河床掘削により堰高1.5ｍ増加 ×一の井堰 ×河床掘削 ×河床掘削

案9 一の井堰改築＋派川改修 河床掘削により堰高1.2ｍ増加，派川1.8ｍ程度掘削 △一の井堰 △河床掘削 △河床掘削

案10 一の井堰改築＋中之島掘削
河床掘削により堰高0.9ｍ増加，中之島の面積が

半分程度となり，広場がほぼ消失
×中之島開削 △河床掘削 ×中之島開削 △河床掘削

案11 一の井堰改築＋中之島掘削＋派川掘削
河床掘削により堰高0.9ｍ増加，中之島の面積が

半分程度となり，広場が約9割消失，派川2m程度掘削
×中之島開削 △河床掘削 ×中之島開削 △河床掘削

案12 一の井堰改築＋派川改修＋左岸道路切り下げ
河床掘削により堰高1.1ｍ増加，派川1.7ｍ程度掘削，

既設パラペット撤去，最大80cm道路切り下げ
△一の井堰 △河床掘削 △河床掘削 ×切り下げ ×切り下げ

案13 バイパストンネル 全長17km　日本最大級の放水路トンネルの3倍の規模 予算的な問題

13ケーズの比較検討 詳細

景観の価値（チェックポイント）

表―3 13案の比較検討 
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観点がこれまで道路嵩上げについて争点となり双方の

合意が取れていなかった．ここで，第2回桂川嵐山地区

河川整備検討委員会から提案され続けていた可動式パ

ラペットが再び注目を集めた．可動式パラペットは畳

堤という昔からの水害対策を参考に現代の技術を加え

たものである．理由として，平常時は水面を隠すこと

なく眺望を阻害しない高さであるが，出水時には可動

部が作動し必要な高さを確保できるからである．当初

から案に挙がりながら，議論が進まなかった理由とし

て，これまでに国内で前例がなく，装置の技術的な開

発が進んでいないこと，また，その作動運営の方法の

見通しが立たないことが考えられる． 

 以上の議論を踏まえ景観の価値と整備の方向性が，

図―4に示すように明確になった． 

 第8回桂川嵐山地区河川整備検討委員会では，その具

体的な対策案の決定方式として 13 案の比較検討が行わ

れた24)．ここで「可動式パラペット」「一の井堰改築」

「派川改修」の 3点の治水対策が決定された25)．その決

定要因として図－3で示した景観の価値に基づいて評価

されたと考えられる．13 案それぞれに対してその評価

結果を示したのが表―3である．この評価軸によると，

「固定パラペット＋可動式 or 可搬式パラペット」が他

案に比べ優れている対策案だということがわかる．さ

らに，現在も検討中であるが「一の井堰改築」「派川

改修」が景観への影響が少ないことがわかる．このよ

うに評価すべき景観の価値を正しく整理・評価された

ことは，可動式パラペットが採択された大きな要因で

あると考えられる． 

 

(5)  詳細設計 

その後，河川管理者の検討により，可動式パラペッ

トの開発技術に一定の進展があり，専門家委員により，

その実現性が確認された． 

この段階では左岸溢水対策として採択された「可動

式パラペット」の詳細部分の検討がなされた． 

 その内容について，可動式パラペットの構造と意匠

に分けて記述する． 

 構造については，可動式ということで出水時には可

動部を可動させることが必要となるのだが，地元側は

その故障による不確実性を懸念していた26)．そこで提案

当初は天板を立ち上げる回転起立型であったが，操作

手順の少ない垂直起立型に変更，さらに立ち上げ方法

についてもラック構造では異物が挟まったときや扉体

が傾いた時，操作性が極端に落ちることから，油圧式

と可搬ジブによる2つの方法による立ち上げ構造が採用

された27)．実証実験によって実際に構造を確かめたこと

が適切な構造の選択に大きく寄与したと考えられる． 

 次に意匠である．意匠については可動式パラペット 

の川側，道路側，歩道の3カ所について考えられた．周

辺景観との調和が重要であると考えられ，デザインコ

ンセプトとして「川・渡月橋・山を望む視点場として，

それら風景が主役となるように自己主張を抑える」，

「歴史的な雰囲気や周辺施設との調和を図る」を定め

た28)．近景，遠景ともに優れている嵐山地区だからこそ，

既存の周辺施設（石垣や渡月橋）との調和が重要であ

った．検討段階において，現地での模型確認，さらに

大型の石積み模型を制作することでその意匠性につい

て委員会メンバー，地元側がしっかり確認し，デザイ

ンを選定することができた29)． 

それを踏まえ決定されたのが，川側の施工は，道路

側からの景観に配慮し，極力厚さを抑えながら天端ま

で明度が低く丸みを帯びた石を積み上げる加工，道路

側施工は，ランダムに骨材が露出することで自然な印

象になり，自然景観に馴染みやすく，さらに細かい凹

凸にする事で歩行性も確保できる加工が決定された30)． 

 

 

5. 結論・考察 

 

本研究では，桂川嵐山地区における景観と治水対策

の検討過程を構造的に把握すると共に，段階的に分析

し，整備の考え方と実現化までの要因を明らかにした． 

検討過程において重要となったのが，管理者が，専

門委員会と地元との意見交換会の場を頻繁に設け，双

方の役割を明確にし，創造的な意見交換に努めたこと

であると考えられる．地元との地元連絡会・検討会は，

景観の保全を重視する地元の意向を認識することで，

行政側の，人命を守る確実な整備をしたい意見との

「論点の発見の場」となり，検討委員会が，その論点

を解決へと導く「解決策の創造の場」となったと考え

られる（図―4）．意見交換を重ねるにつれ，双方の連

携により，提案が進化し検討すべき論点が絞られた． 

同時に，嵐山地区特有の景観の価値を地元側と共有

していくこと，考えるべき景観の8つのポイントが整理

された．その他の最終的に 13 案に及ぶ検討案の中から，

可動式パラペット設置を含む3点の治水対策という，治

水対策的にも景観保全的にも最適な案を選択すること

ができた．また，嵐山地区の優れた眺望性の景観的価

値が，検討過程において，論点の発見と同時に専門的

観点からの価値として共有され，嵐山特有の河川整備

に対する考え方の一致が進んだことが，地元連絡会・

検討会の大きな成果と考えられる． 
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Flood control measures and landscape examination about Katura river in Arasiyama 

 

Kyosuke NAKAMURA, Keita YAMAGUCHI and Masashi KAWASAKI 

 
In March 2022, a movable waterwall to prevent overflow of the left bank of the Katsura River was com-

pleted in the Arashiyama area, where strict landscape regulations are in place. This study clarified the details 

of the study process of the flood control measures and landscape design, as well as the local consultation 

process, based on related documents and interviews with the participants of the meetings. The study process 

was conducted in parallel by the Katsura River Arashiyama Area River Improvement Study Committee, 

which consisted mainly of experts, and local liaison meetings. In the landscape study, the local residents 

and the Arashiyama area were asked to determine the landscape values that should be protected, using field 

surveys and photomontages, and the various factors involved were sorted out, leading to the adoption of a 

feasible proposal centered on a movable waterwall. The details of the process are described using a flow 

diagram to structurally understand the issues and methods of landscape study in flood control measures. 
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